
高知県木の香るまちづくり推進事業費補助金交付要綱（新旧対照表）

新 旧

高知県木の香るまちづくり推進事業費補助金交付要綱

第１条～第12条 「略」

附 則

(施行期日)

１ この要綱は、平成25年３月18日から施行する。

(失効期限等)

２ この要綱は、令和９年５月31日限り、その効力を失う。ただし、この要綱に基づ

き交付された補助金については、第５条、第８条第３項及び第11条の規定は、同日

以降もなおその効力を有する。

附 則 この要綱は、平成26年３月28日から施行する。

附 則 この要綱は、平成27年３月24日から施行し、平成26年度事業から適用る。

附 則 この要綱は、平成27年４月22日から施行する。

附 則 この要綱は、平成28年４月１日から施行する。

附 則 この要綱は、平成30年４月２日から施行する。

附 則 この要綱は、平成31年３月27日から施行する。

附 則 この要綱は、令和元年６月21日から施行し、令和元年度事業から適用する。

附 則 この要綱は、令和２年３月23日から施行する。

附 則 この要綱は、令和３年３月22日から施行する。

附 則 この要綱は、令和４年３月24日から施行する。

附 則 この要綱は、令和５年３月30日から施行する。
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附 則 この要綱は、令和６年３月21日から施行する。

附 則 この要綱は、令和７年３月27日から施行する。

附 則 この要綱は、令和８年４月１日から施行する。

別表（第３条関係）

附 則 この要綱は、令和６年３月21日から施行する。

附 則 この要綱は、令和７年３月27日から施行する。

「追加」

別表（第３条関係）
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(注) １ 補助金額の算出に当たって、補助対象経費に補助率等を乗じて算出された金

額に千円未満の端数が生じた場合、端数は切り捨てるものとする。

２ 「公的空間」とは、社会福祉施設、病院若しくは診療所、運動施設、銀行等金融機

関、ホテル・旅館（客室を含む）、百貨店、コンビニエンスストアその他店舗及び飲

食店、貸しホール、道の駅及び高速道路のサービスエリア、パーキングエリアなど、

多数の県民等が広く利用可能な空間とする。ただし、特定の会員向け施設や主に職員

の利用する空間など、多数の県民の利用が想定されていないものは対象外とする。

３ 「木質化」とは、天井、床、内壁、窓枠等の室内に面する部分及び外壁等の屋外に

面する部分に木材を利用することとする。

４ 特段の事情がある場合を除き、県に対し次のことを協力するものとする。

(１)広報資料への掲載
(２)見学会等における場所の提供
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別紙１ 「略」 別紙１ 「略」
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別紙３ 「略」

第２号様式 「略」

第３号様式～別紙１ 「略」

別紙３ 「略」

第２号様式 「略」

第３号様式～別紙１ 「略」



新 旧

第４号様式 「略」 第４号様式 「略」
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別紙１「略」 別紙１「略」
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第６号様式～７号様式 「略」 第６号様式～７号様式 「略」


